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議案第３４号  

専決処分の承認を求めることについて（１１）  

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定に

より、羽生市都市計画税条例の一部を改正する条例を別紙のとおり専

決処分したので、同条第３項の規定により議会に報告し、その承認を

求める。  

  令和２年６月３日提出  

             埼玉県羽生市長  河  田  晃  明    
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（別  紙）  

   専  決  処  分  書  

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定に

より、羽生市都市計画税条例の一部を改正する条例を専決処分する。  

  令和２年４月３０日  

           埼玉県羽生市長  河  田  晃  明    
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羽生市都市計画税条例の一部を改正する条例  

羽生市都市計画税条例（昭和３１年条例第２１号）の一部を次のよ

うに改正する｡  

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては

「改正前部分」と、改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）

については、次のとおりとする。  

（１）  改正前部分及びそれに対応する改正後部分が存在するとき

は、当該改正前部分を当該改正後部分に改める。  

（２）  改正前部分のみ存在するときは、当該改正前部分を削る。  

（３）  改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。  

改  正  後  改  正  前  

   附  則    附  則  

１～１９  （略）  １～１９  （略）  

２０  法附則第１５条第１項、第１３

項、第１８項から第２２項まで、第

２４項、第２５項、第２９項、第３３

項、第３７項から第３９項まで、第

４２項から第４４項まで、第４７項

若しくは第４８項、第１５条の２第

２項、第１５条の３又は第６１条の

規定の適用がある各年度分の都市計

画税に限り、第２条第２項中「又は

第３３項」とあるのは「若しくは第

３３項又は附則第１５条から第１５

条の３まで若しくは第６１条」とす

る。  

 

２０  法附則第１５条第１項、第１３

項、第１８項から第２２項まで、第

２４項、第２５項、第２９項、第３３

項、第３７項から第３９項まで、第

４２項から第４４項まで、第４７項

若しくは第４８項、第１５条の２第

２項又は第１５条の３の規定の適用

がある各年度分の都市計画税に限

り、第２条第２項中「又は第３３

項」とあるのは「若しくは第３３項

又は附則第１５条から第１５条の３

まで」とする。  

 

附  則  

この条例は、公布の日から施行する。  


